
令 和 ８ 年
２月24日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
の
解
除
（
環
境
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

家
畜
伝
染
病
の
発
生
の
届
出
（
畜
産
振
興
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
指
定
の
解
除
（
大
島
郡
周
防
大
島
町
）
（
森
林
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

自
然
公
園
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
自
然
保
護
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
立
き
ら
ら
浜
自
然
観
察
公
園
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
自
然
保
護
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

下
関
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

下
関
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
八
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
令
和
七
年
山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
号
）
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
区
域
の
一
部
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

宇
部
市
大
字
小
串
字
沖
ノ
山
一
九
八
七
の
九
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の

化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去

山
口
県
告
示
第
八
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

家
畜
伝
染
病
が
次
の
と
お
り
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

病

名

種

類

患
畜
又
は

疑
似
患
畜

の
区
分

頭
数

発

生

場

所

発
生
年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛
（
ホ
ル

ス
タ
イ
ン

種
）

患

畜

一

下
関
市
菊
川
町
大
字
久
野

一
〇
五
五
六
の
一
三
七

令
和
八
、
二
、
一
三

山
口
県
告
示
第
八
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
和
佐
字
東
中
崎
一
〇
〇
七
六
の
一
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
一
〇
〇
七
六
の
一
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
周
防
大
島
町
産

業
建
設
環
境
部
農
林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一
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公

告

（
四
九
）
自
然
公
園
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
自
然
公
園
施
設
条
例
（
平
成
七
年
山
口
県
条
例
第
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
然
公
園
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
自
然
公
園
施
設
の
名
称
及
び
位
置

名

称

位

置

山
口
県
豊
田
湖
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

下

関

市

山
口
県
角
島
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

〃

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

下
関
市

下
関
市
南
部
町
一
番
一
号

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時

に
閉
館
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る

こ
と
。

㈣

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
然
公
園
施
設
の
利
用
を
拒
む
こ
と
。

㈤

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
自
然
公
園
施
設
の
名
称
及
び
位
置

名

称

位

置

山
口
県
須
佐
湾
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

萩

市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

萩
市

萩
市
大
字
江
向
五
一
〇
番
地

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時

に
閉
館
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る

こ
と
。

㈣

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
然
公
園
施
設
の
利
用
を
拒
む
こ
と
。

㈤

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
自
然
公
園
施
設
の
名
称
及
び
位
置

名

称

位

置

山
口
県
秋
吉
台
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

美

祢

市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

美
祢
市

美
祢
市
大
嶺
町
東
分
三
二
六
番
地
一

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時

に
閉
館
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
館
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る

こ
と
。

㈣

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
然
公
園
施
設
の
利
用
を
拒
む
こ
と
。

㈤

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
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（
五
〇
）
山
口
県
立
き
ら
ら
浜
自
然
観
察
公
園
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
立
自
然
観
察
公
園
条
例
（
平
成
十
三
年
山
口
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県
立
き
ら
ら
浜
自
然
観
察
公
園
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と

お
り
指
定
し
ま
し
た
。

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
野
鳥
や
ま
ぐ
ち

山
口
市
阿
知
須
一
〇
五
〇
九
番
地
五
三

二

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
に
開
園
し
、
又
は
臨
時

に
閉
園
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
園
時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る

こ
と
。

㈣

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県
立
き
ら
ら
浜
自
然
観
察
公
園
の
使
用
を
拒
む
こ
と
。

㈤

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
五
一
）
下
関
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

下
関
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
下
関
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

下
関
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
二
十
六
本
村
西
山
線

下
関
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
二
十
七
長
崎
福
浦
線

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

（
五
二
）
下
関
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

下
関
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
下
関
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

下
関
都
市
計
画
公
園
五
・
五
・
一
老
の
山
公
園

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

三
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令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


